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宮前区の皆さまから県議会にお送り頂いてから、任期中間の２年が経ちました。選挙の際、私は掲げた公約について、出来たこと、出来なかったことを正直に 

ご報告するとお約束しました。政策本位の政治を作り上げていくためにも、有権者の皆さまの厳しいチェックを受けながら取り組んでいく所存です。 

公約に掲げたものは、広範・多岐に渡る県政課題のほんの一部でありますが、全力で取り組んでまいります。公約に記述している現状は発表時（Ｈ15 年）のものです。 
 

７つのタックル （選挙公約） 公約に伴う活動や県の動き 

１．「教育の地方分権」 
現  状：県内で昨年１万人以上の子ども達が不登校や中途退学などで学校を離れて

います。学校での勉強で目指す自分の将来像を見出せないため、「学ぶ意
欲」が減退し、学力低下へとつながっています。  

具体策：子供達が「何をしたいか」を明確に見つけられる教育環境を整えます。例え 
ば、チャータースクールをはじめとした多様な形態の学校を誕生させます。 

●所属する会派から知事、教育長に対してチャータースクールに関する提言、質問を行いました。現行法では越えなければならな

い課題が複数ありますが、県内のチャータースクール設立を目指す団体との更なる連携による解決を目指してまいります。 

●所属会派から求めていた県立高校の学区撤廃が実現し、今年から県内一学区となり、生徒の学校選択の幅が大幅に拡大します。

これにより、各高校の特色による学校間競争が生まれます。●私の質問に対して、来年度から公募によって民間人から県立高校の

校長を登用するとの答弁を引き出しました。●更に昨年から、単位制の普通科高校、総合学科高校、フレキシブルスクール、専門

学科高校など、個人の特色、進路ややる気にあわせた、これまでにない新しいタイプの県立高校に順次再編が行われています。 

２．「都道府県の再編＝道州制」 
現  状：県の歳出において、人件費や公債費、社会保障費など必ず払わなければな

らない「義務的経費」が 76%にも達し、財政状況は極度に硬直化しています。  
具体策：首都圏連合など県の合併や「道州制」といった大きな仕組みから変える、究

極の財政構造改革を進めます。 
第３セクターや外郭団体の更なる行革を進めます。 

●県から市町村への権限移譲について、本会議での私の質問に対し、松沢知事は、市町村で行う方が望ましい仕事をまとめて権限

移譲する“包括的権限移譲”を早ければＨ１８年４月から行うと明言し、県と市町村の役割の明確化が加速します。 

●県として初めて具体的な政策課題として「道州制」のあり方とその実現に向けての検討に入りました。全国知事会にも道州制研

究会が設置され、大きな流れになりつつあります。 

●県主導第３セクターについて、私の所属する会派による徹底した調査などから、昨年６月に財政的・人的を含めて県の関わりを

抜本的に見直す方針が出されました。 

３．「環境立県」 
現  状：神奈川県は豊かな海、深い緑に囲まれ、毎日の水を自分たちでまかなえる

首都圏唯一の県ですが、環境の悪化は待ったなしの状況です。  
具体策：新しい条例、税制などの施策に環境の視点を取り入れます。 

環境保全のためのインセンティブ税制も導入します。 
学校教育においては「環境教育」を徹底します。 

●新しい神奈川県の税制である「水源環境保全税」が去る２月に議会で提案されました。この一年、私は「水源環境保全税」を議

論する総務･企画常任委員会の委員として再三に渡って質問し、議論を積み重ねてきました。６月の県議会での最終結論にむけて、

費用対効果や新税を充当する事業など、税の使い方についてより深い議論を引き続き行ってまいります。 

●環境教育の推進はＨ１８年度までの県の重点施策に盛り込まれ、学校･地域･ＮＰＯ等の連携で様々な取組みが新規に始まりま

す。 

４．「快適交通の実現」 
現  状：成田空港に限られている国際線が首都圏の物流、ビジネス環境に大きな障

害となっています。また、田園都市線の通勤は、ガマンの限界を越え「痛勤
時間」の経済的損失は計り知れません。  

具体策：羽田の国際空港化によって、利便性だけでなく、物流、ビジネス環境を整え 
ます。田園都市線の早期複々線化に向けた取組みを行います。 

●羽田再拡張の為に神奈川県、川崎市、横浜市の３者がそれぞれ１００億円づつ国に無利子で貸し付ける費用負担の合意がなされ、

２００９年までに羽田再拡張・国際空港化の目途が立ちました。●東京にある空港への出入口を、川崎側に連絡路でつなぐ「神奈

川口構想」の実現と京浜臨海部の活性化について何度も委員会で発言してまいりましたが、更に戦略をもって行動してまいります。

●「県鉄道輸送力増強促進会議」から東急電鉄に対して、現在着工中の二子玉川～溝の口までの複々線化の早期完成と、鷺沼まで

の延伸を要望しています。現時点では19年度の工事完了以降の需要動向を踏まえて検討するという回答にとどまっています。 

５．「未来の力・子育て支援」 
現  状：区民意識調査によると「少子化現象」の理由として、１位「子育てにお金がか

かりすぎる」59%、２位「仕事をしながら子育てするのは困難だから」43%と、 
子育てが、いかに難しい環境なのかが判ります。  

具体策：子供１人あたりの支援が公正に行われるように「子育てクーポン券」制度を 
提案します。 

●財源不足が大きな要因ですが、クーポン券制度の提案に至っておりません。 

●今年４月に県で「かながわぐるみ・子ども家庭応援プラン」を策定しました。プランの重点プログラムの中に、①子育てに伴う

経済的負担軽減のあり方を探る懇談会の設置、②小学生の放課後対策について更なる検討などが盛り込まれました。 

●負担軽減に資する私立幼稚園に対しての経常費補助について、昨年までに当面の目標である５０％を達成しました。 

６．「住民投票制度」 
現  状：地方政治への関心は薄く、自分たちの地域のことは自ら決めるという「住民

自治」の考え方がまだまだ希薄です。  
具体策：県全体に関わる問題については、県民が直接投票によって意思表示できる

よう「住民投票制度」を条例化します。 

●所属会派からの質問で、知事の任期制限や住民投票制度などについて、今後の取り組み方針などを質してまいりました。知事は

「住民投票制度」単独ではなく、自治体の憲法と言われる自治基本条例に内包する形で検討していく方針を示し、制定にあたって

の学識者などから意見聴取や条例の意義、内容、策定手続きなどの調査・研究が始まりました。 

●本年度からは、県民の皆さまも参加した形での検討が始まります。 

７．「ＮＰＯを強力サポート」 
現  状：私たちの抱える災害、教育、環境、介護など様々な課題を、行政や企業だけ 
で対応することが困難になってきています。  

具体策：多様な県民のニーズに応えることが出来るＮＰＯを県が財政支援。 
民間活力を大いに活用できる環境を整えます。 

●ＮＰＯ法人への寄附に対する控除などを求める、国への意見書を私が作成し県議会で提案しました。 

●Ｈ１８年度までの県の重点施策にもＮＰＯ等の活動支援の推進が盛り込まれ、県とＮＰＯとの協働事業が始まるなど一定の進展

がありました。 

●１８年度末には県内ＮＰＯ登録団体は２年前の約倍の 1850 団体まで増えると予想されており、更なるＮＰＯ基金の活用や新

しい支援の方策も今後提案してまいります。一方で中には、問題のある団体もあることから動向を注視してまいります。 
 


